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生活行為向上マネジメント教員および臨床実習指導者向け研修の出席について（依頼） 

 

謹啓 時下、皆様におかれましては益々ご清勝のことと存じます。 

日頃より当協会の活動についてご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、当協会は、作業療法を適切かつ分かりやすく提供する“道具”の一つとして、平成 20 年度より

「生活行為向上マネジメント」の開発と普及に取り組んでまいりました。その結果、臨床現場だけでな

く、「生活行為向上マネジメント」の考え方を教授する養成校の割合が徐々に増えております。 

このような状況の中、昨年度より厚生労働省において、「理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則

および指導ガイドライン」が改定されました。 

当協会としては、これを踏まえて、養成校のみならず臨床実習施設での実習指導の方法を検討する際に、

生活行為向上マネジメントの考え方を反映した指導を導入する方針です。 

今年度の夏季の研修会では、まず、「指定規則改正と協会の対応」についての報告をいたします。次に、

先進的に MTDLP方式の実習に取り組んでいる養成校ならびに実習施設より「MTDLPを用いた診療参加型実

習」、「学内で生活行為向上を教える工夫」、「学生に実践させる実習の工夫」について講演していた

だきます。最後に、それらを受けて、グループワークを予定しています。グループワークでは参加者同

士の情報交換もできるのではと考えております。 

急なお願いで恐縮ですが、貴士会の会員への情報提供ならびに当該研修会への出席につき、多数の会員

が出席できますよう、格別のご高配を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

今後とも当協会の活動に対するご理解とご支援をお願い申し上げます。 

謹白 

記 

 

１．日時：平成 30年 8月 5日（日） 9時 30分～17時 00分（受付時間 9時） 

２．場所：首都大学東京 荒川キャンバス  （〒116-8551 東京都荒川区東尾久7-2-10） 

３．研修内容および参加手続き：（一社）日本作業療法士協会ホームページ参照 

４．受講料：4,000 円 
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